
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 見守り対象者・民生委員・協力員名簿 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 見守り対象者を把握するため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１受理日、２氏名、３性別、４生年月日、５年齢、 

６住所、７電話番号、８緊急連絡先（氏名、対象者と

の続柄、住所、電話番号）、９担当民生委員 

記録範囲 
おたがいさまネットワーク声かけサービスの利用を

希望したもの 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 ― 

記録情報の経常的提供先 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター） 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 定期訪問名簿(王子・赤羽・滝野川) 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 見守り対象者を把握するため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５年齢、

６担当民生委員 

記録範囲 一人ぐらし定期訪問の利用を希望したもの 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考  

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 介護予防講演会申込者名簿ファイル 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 介護予防講演会の申込者の情報を管理するため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５電話番号、

６性別 

記録範囲 介護予防講演会の申込者（平成２７年度以降） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考 【介護予防講演会】お口・栄養・地域介護予防・膝腰 

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 介護予防教室・講座申込者名簿ファイル 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 介護予防教室・講座の申込者の情報を管理するため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５電話番号、 

６性別、７参加会場、８世帯人数、９要介護認定、 

１０自主グループ名 

記録範囲 介護予防教室・講座の申込者（平成１９年度以降） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別表第

１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例（平成２７年１０月東京都北区条

例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目 15

番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号（電

算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第

５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考 

【介護予防教室】 

おたっしゃ教室・ご近所体操教室・ウォーキング教室・

絵本読み聞かせ教室 

※記載項目７参加会場以降は、各教室によって記載項目

が異なる。 

【講座】 

介護予防リーダー養成講座 

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 高齢者ふれあい食事会参加者名簿 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 食事会の参加者を把握するため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１氏名、２性別、３住所、４生年月日（年齢）、５介護

認定、６緊急連絡先、７希望会場 

記録範囲 ６５歳以上で、介護認定を受けていない者 

記録情報の収集方法 申込はがき 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 各食事会会場 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
福祉部 長寿支援課  

電話番号 03（3908）9017 

備考  

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 高齢者ヘルシー入浴補助券対象者リスト 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

７０歳以上の高齢者（介護保険の要介護４・５に該当

する方を除く）に公衆浴場を廉価で利用できる入浴補

助券を交付するため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４介護認定 

記録範囲 ７０歳以上の者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考  

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 シニアクラブ会員名簿 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

シニアクラブ活動の適正な運営を把握するとともに、

その活動を円滑に支援するため、シニアクラブが作成

した会員名簿を作成する。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１氏名、２性別、３住所、４生年月日（年齢）、５電話

番号、６口座番号 

記録範囲 シニアクラブ会員名簿 

記録情報の収集方法 関係書類の提出 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  □ 無 

☑ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考  

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 送付対象者リスト 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 対象者を把握し、祝品贈呈事務で利用するため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１民生委員地区名、２民生委員氏名漢字、３氏名、 

４住所、５世帯主氏名、６宛名番号、７生年月日 

記録範囲 祝品贈呈対象者、代理人 

記録情報の収集方法 本人または代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ☑ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考  

 
  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月３０日 

個人情報ファイルの名称 いきいきサポーター交付金申請者リスト 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 交付金支払のため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１申請日、２登録ナンバー、３氏名、４生年月日、 

５年齢、６住所、７介護保険被保険者番号、８評価ポ

イント、９振込金額、１０口座情報 

記録範囲 交付金申請者本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



 その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ☑ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 ６年 ２月 １６日 

個人情報ファイルの名称 介護予防教室・講座申込者名簿ファイル 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
福祉部 長寿支援課 

個人情報ファイルの利用目的 介護予防教室・講座の申込者の情報を管理するため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４年齢、５電話番号、６

性別、７参加会場、８世帯人数、９要介護認定、１０自

主グループ名 

記録範囲 介護予防教室・講座の申込者（平成１９年度以降） 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別表第

１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例（平成２７年１０月東京都北区条

例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 
（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）東京都北区王子本町一丁目１５番２２号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号（電

算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第

５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 福祉部 長寿支援課  

 電話番号 03（3908）9017 

備考 

【介護予防教室】 

通いの場立上げ教室・ご近所体操教室・ウォーキング教

室・絵本読み聞かせ教室 

※記載項目７参加会場以降は、各教室によって記載項目

が異なる。 

【講座】 

介護予防リーダー養成講座 

 

 


